
（別紙） 

定 款 改 正 内 容 対 比 表 
 

（下線は変更部分を示します） 

現  行  定  款  変  更  案   
第２章 株 式 

 

第６条  （記載省略） 

 

（株券の発行） 

第７条  当会社は、株式に係る株券を発行する。 

 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 

第８条  当会社の単元株式数は、１００株とする。 

   ② 当会社は、前条の規定にかかわらず、単元未満株式に

係る株券を発行しない。 

 

（単元未満株式についての権利） 

第９条  当会社の株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、そ

の有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の

権利を行使することができない。 

    １．会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

    ２．会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

    ３．株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよ

び募集新株予約権の割当てを受ける権利 

    

（株主名簿管理人） 

第１０条 当会社は株式につき株主名簿管理人を置く。 

   ② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会

の決議によって定める。 

   ③ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）、

新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに

備え置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券

喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委

託し、当会社においてはこれを取り扱わない。 

 

第１１条～第４９条 （記載省略）  

 

     （新 設） 

 

     （新 設） 

 

第２章 株 式 

 

第６条  （現行のとおり） 

 

 

（削 除） 

 

（単元株式数） 

第７条  当会社の単元株式数は、１００株とする。 

     （削 除） 

 

 

（単元未満株式についての権利） 

第８条  当会社の株主は、その有する単元未満株式について、

次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

    １～３．（現行のとおり） 

     

 

 

 

 

（株主名簿管理人） 

第９条  （現行のとおり） 

   ② （現行のとおり） 

 

③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成なら

びに備え置きその他の株主名簿および新株予約権原簿

に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会

社においてはこれを取り扱わない。 

 

 

第１０条～第４８条 （現行のとおり） 

 

附  則 

 

第１条  当会社の株券喪失登録簿は、株主名簿管理人の事務取

扱場所に備え置き、株券喪失登録簿への記載または記録



現  行  定  款  変  更  案   
     

 

 

 （新 設） 

 

 

 

 （新 設） 

 

 

昭和３８年１１月２０日 制 定 

昭和４４年１０月１５日 改 正 

昭和４４年１１月 １日 改 正 

昭和４６年 ６月２１日 改 正 

昭和４７年 ６月３０日 改 正 

昭和４８年１０月３０日 改 正 

昭和５０年 ４月１５日 改 正 

昭和５１年 ６月２３日 改 正 

昭和５５年 ５月２９日 改 正 

昭和５７年 ９月 ９日 改 正 

昭和５７年１１月 １日 改 正 

昭和５８年 ５月３１日 改 正 

昭和５９年 ６月１８日 改 正 

昭和６０年 ６月２１日 改 正 

昭和６１年 ４月 １日 改 正 

平成 元年 ６月３０日 改 正 

平成  ６年 ６月３０日 改 正 

平成１１年 ６月３０日 改 正 

平成１２年 ６月２３日 改 正 

平成１３年 ６月２８日 改 正 

平成１４年 ６月２７日 改 正 

平成１５年 ６月２７日 改 正 

平成１６年 ６月２９日 改 正 

平成１８年 ６月２９日 改 正 

 

 

に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社にお

いては取扱わない。 

 

第２条  当会社の株券喪失登録簿への記載または記録は、法令

または定款に定めるもののほか、取締役会において定め

る株式取扱規則による。 

 

第３条  本附則第１条から本条までの規定は、平成２２年１月

６日をもってこれを削除する。 

 

昭和３８年１１月２０日 制 定 

昭和４４年１０月１５日 改 正 

昭和４４年１１月 １日 改 正 

昭和４６年 ６月２１日 改 正 

昭和４７年 ６月３０日 改 正 

昭和４８年１０月３０日 改 正 

昭和５０年 ４月１５日 改 正 

昭和５１年 ６月２３日 改 正 

昭和５５年 ５月２９日 改 正 

昭和５７年 ９月 ９日 改 正 

昭和５７年１１月 １日 改 正 

昭和５８年 ５月３１日 改 正 

昭和５９年 ６月１８日 改 正 

昭和６０年 ６月２１日 改 正 

昭和６１年 ４月 １日 改 正 

平成 元年 ６月３０日 改 正 

平成  ６年 ６月３０日 改 正 

平成１１年 ６月３０日 改 正 

平成１２年 ６月２３日 改 正 

平成１３年 ６月２８日 改 正 

平成１４年 ６月２７日 改 正 

平成１５年 ６月２７日 改 正 

平成１６年 ６月２９日 改 正 

平成１８年 ６月２９日 改 正 

平成２１年 ６月２４日 改 正 

 

 

 

 


